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１． 開会 
 

２． 議題 
（１）地域包括ケア推進業務の進捗状況について 
（２）都県事務所（指導監査課）からの報告について 
（３）その他 
 
３． 閉会 
 
《配付資料》 
資料１ 地域包括ケア推進業務のこれまでと今後の取組 
 
参考資料 地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部 
     を改正する法律のポイント 

平成２９年７月１１日（火） 
１３：１５～１４：０ ０ 
臨 床 研 修 講 習 室 



 
平成２９年７月１１日 
関 東 信 越 厚 生 局   

地域包括ケア推進業務のこれまでと今後の取組 

推進本部関係 

○第６回地域包括ケア推進本部会議（４月１１日） 

○第７回地域包括ケア推進本部会議（７月１１日） 

＜今後の予定＞ 

○第８回地域包括ケア推進本部会議（１０月１０日） 

都県協議会関

係 

○第４回関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会（５月３０日） 

＜今後の予定＞ 

○各都県への訪問（７月中旬～８月上旬） 

政令市意見交

換会関係 

○管内政令指定都市意見交換会（６月７日） 

＜今後の予定＞ 

○都県協議会の開催と同時期 

情報の収集と

発信（ホームペ

ージ）関係 
○会議、イベント、視察情報、好事例の公募等を発信中 

啓発活動（セミ

ナー等）関係 

＜今後の予定＞ 

○第６回地域包括ケア応援セミナー（７月１３日） 

※生活支援コーディネーターと協議体の協働による新しい地域支援について 

講演と後援関

係 

（講演） 

○埼玉県介護支援専門員実務研修（４月１４日） 

○栃木県市町職員養成研修（４月２５日） 

○群馬県在宅医療・介護連携研修会（６月１４日） 

○山梨県地域包括・在宅介護支援センター協議会研修会（６月２８日） 

○東京単一健康保険組合運営協議会総会（６月２９日） 

＜今後の予定＞ 

○全国住宅供給公社等連合会職員研修会（７月１２日） 

○北杜市住民主体による高齢者の外出支援サービスモデル事業審査委員

会オブザーバー（７月予定） 

（後援） 

＜今後の予定＞ 

○（株）新潟日報社「福祉・介護・健康フェア 2017」（１０月～１１月） 
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認知症施策 

関係 

＜今後の予定＞ 

○認知症施策に関する管内都県ブロック会議（８月２３日） 

地域包括ケア

推進課長会議 

※別添１参照 

○地方厚生（支）局地域包括ケア推進課長会議（７月４日） 

さいたま新都

心意見交換会 

○第４回さいたま新都心意見交換会（６月１５日） 

＜今後の予定＞ 

○取組事例の視察 

大規模集合住

宅勉強会 

○第５回大規模集合住宅勉強会（４月２４日） 

※関東地方整備局、ＵＲ、全国住宅供給公社等連合会、高齢者住宅財団  

＜今後の予定＞ 

○幸手団地視察及び勉強会（７月２１日） 

関東地方整備

局住宅整備課

との連携 

※別添２参照 

○居住支援協議会ヒアリング 

 千代田区（４月１７日） 

杉並区（４月１９日） 

文京区（４月２４日） 

小谷村（６月１６日） 

茅ヶ崎市（６月２１） 

○第１回関東ブロック市区町村居住支援協議会情報交換会（６月２６日） 

 ※関東地方整備局と共催 

＜今後の予定＞ 

○府中市（７月２５日） 

基金・交付金 

関係 
○地域医療介護総合確保基金都県ヒアリング（５月９～１２日） 

 



議題 資料番号 説明者等

10:00 10:05 挨拶（関東信越厚生局健康福祉部長）

1 10:05 － 11:15 全国課長会議資料分析 全員

2 11:15 － 12:00 地域支援事業・地域医療介護総合確保基金 全員

12:00 － 13:00 昼食・休憩

3 13:00 － 13:30 関信老健事業説明① ニッセイ基礎研　前田展弘

4 13:30 － 14:00 関信老健事業説明② みずほ情報総研　宇都隆一

5 14:00 － 15:00 各厚生局の老健事業 各厚生局

15:00 － 15:15 休憩

6 15:15 － 16:15 関信の居住支援の取組について

地域包括ケア推進課長懸上忠
寿
関東地方整備局建政部
住宅整備課長　原口　統

7 16:15 － 17:00 老健局の居住支援の取組について
老健局高齢者支援課
一般財団法人高齢者住宅財団
調査研究部長　落合明美

平成２９年度第１回
地方厚生（支）局地域包括ケア推進課長会議の議事次第

日時：平成２９年７月４日（火）１０時－１７時
場所：関東信越厚生局臨床研修講習室（７Ｆ）

時間
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地方ブロックにおける福祉・住宅行政の連携（関東ブロックの例）

○ 生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの
確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、関東信越厚生局と関東地方
整備局が連携して、地方公共団体等への支援に取り組む。

■市区町村居住支援協議会に係る情報交換会 ■市区町村への個別訪問等

地域の実情を踏まえた、よりきめ細やかな居住支援を
実施するため、居住支援協議会について、体制構築や
運営にあたってのハードルを洗い出し、先進事例・関連
事例の紹介・意見交換等を通じて、市区町村単位の設
立促進等を図る。

＜概要＞

主催 ： 関東地方整備局 建政部 住宅整備課

共催 ： 関東信越厚生局 健康福祉部 地域包括ケア推進課

参加 ： 居住支援協議会設立済市区町村、同設立意向市区町村、
都県、ほか （福祉・住宅両部局が参加）

実績 ： 平成２９年６月２６日に第１回を開催、
予定 ： 年内に計３回程度開催（第１回含む）

関東地方整備局が実施している、希
望する市区町村に直接伺って地域の
すまいづくりの課題について意見交
換・情報交換を行う「市区町村住まい
づくり相談会」や、居住支援協議会へ
のヒアリングについて、関東信越厚生
局と連携して実施。

■その他、両地方局開催会議の相互参加 等

実績 ： Ｈ２８．１１ 第4回大規模集合住宅勉強会（厚生局主催）

Ｈ２９．２ 関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会（厚生局主催）

Ｈ２９．２ 関東信越厚生局地域包括ケア推進政令市協議会（厚生局主催）

Ｈ２９．４ 第5回大規模集合住宅勉強会（厚生局主催）

予定 ： Ｈ２９．７ 厚生局課長会議（厚生局主催）

Ｈ２９．７ 大規模集合住宅勉強会 団地視察（厚生局主催）

※ 上記のほか、住宅・福祉双方に係る議題について、随時相互参加等の連携を検討

＜第1回情報交換会の様子＞

（参加状況）

・住宅部局６９自治体、８２名
・福祉部局３６自治体、５５名

＊うち、２９自治体、８０名が両部局
から参加

（主な議事）

・居住支援の課題と居住支援協議会の役割

・設立済団体の事例発表（埼玉県、川崎市）

＜概要＞

主催 ： 関東地方整備局 建政部 住宅整備課
協力 ： 関東信越厚生局 健康福祉部 地域包括ケア推進課

（居住支援に係る相談が寄せられた場合）

参加 ： 市区町村、都県
実績 ： １市、１村、４区（※）

予定 ： １市、１区から申込みがある（※）ほか、随時相談を募集

＜相談会の様子＞

（※）居住支援に係る相談等
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１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
診療所の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の
努力義務化
・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）
・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

１

平成２９年５月２６日成立、６月２日交付
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データに
基づく
地域課題
の分析

取組内容・
目標の計画へ
の記載

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予
防を実施
・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア
会議を活用しケアマネジメントを支援

等

適切な指標に
よる実績評価

・ 要介護状態
の維持・改善
度合い
・ 地域ケア会
議の開催状況

等

インセンティブ

・ 結果の公表
・ 財政的インセン
ティブ付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

１．保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進

見直し内容

国による
分析支援

H23年
H27年

17.3
18.0

9.6 9.3

19.6
18.6

要介護認定率の推移

先進的な取組を行っている
和光市、大分県では
● 認定率の低下
● 保険料の上昇抑制

全国 和光市 大分県

○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を
維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自
立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。

○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、
① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）
② 適切な指標による実績評価
③ インセンティブの付与
を法律により制度化。

※主な法律事項
・介護保険事業（支援）計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施
・介護保険事業（支援）計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載
・都道府県による市町村支援の規定の整備
・介護保険事業（支援）計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告
・財政的インセンティブの付与の規定の整備

～ 保険者機能の抜本強化 ～

２



２．新たな介護保険施設の創設

○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な
重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、
新たな介護保険施設を創設する。

○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用で
きることとする。

＜新たな介護保険施設の概要＞

見直し内容

名称
介護医療院
※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診
療所の名称を引き続き使用できることとする。

機能
要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を
一体的に提供する。（介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施
設として法的に位置づける。）

開設主体 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等

※具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。

☆現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。

３



障害福祉サービス事業所等

介護保険事業所

３．地域共生社会の実現に向けた取組の推進

新たに共生型サービスを位置づけ

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に
新たに共生型サービスを位置付ける。（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討）

サービスを提供する場合、
それぞれ指定基準を
満たす必要がある

共生型サービス事業所
新

介護保険事業所障害福祉サービス事業所等

高齢者障害児者
高齢者障害児者 障害福祉サービス事業

所等であれば、介護保険
事業所の指定も受けや
すくする特例を設ける。
※逆も同じ

※対象サービスは、
①ホームヘルプサービス、
②デイサービス、
③ショートステイ等を想定

現行

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備

１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者に

よる①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊）

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として
位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。）

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等

※法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。
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その他の法改正事項①

○ 地域包括支援センターに、事業の自己評価と、

質の向上を図ることを義務付ける。

○ 市町村に、地域包括支援センターの事業の実施

状況の評価を義務付ける。

※ これらの評価の実施を通じて、そのセンターにおける必
要な人員体制を明らかにすることで、市町村における適切
な人員体制の確保を促す。

地域包括支援センターの機能強化 認知症施策の推進

○ 現行の介護保険制度では、認知症については調

査研究の推進等が位置づけられているのみ

○ 認知症施策をより一層推進させるため、新オレン

ジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施

策の総合的な推進）を介護保険制度に位置づける。

居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化

○ 市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう、指定拒否や条件付加の仕組みを導入する。

① 都道府県による居宅サービス事業者の指定に関して、市町村が都道府県に意見を提出できるようにする
とともに、都道府県はその意見を踏まえて指定をするに当たって条件を付すことを可能とする。

② 小規模多機能型居宅介護等を更に普及させる観点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業
計画で定める見込量に達しているとき等に、事業所の指定を拒否できる仕組みを導入する。

【関与の観点】 対象となる都道府県指定のサービス 対象となる市町村指定のサービス

市町村介護保険事
業計画との調整等

施設・居住系サービス → 指定拒否（現行）

居宅サービス 条件付加（新設①）

施設・居住系サービス → 指定拒否（現行）

居宅サービス → 条件付加（現行）

小規模多機能型居
宅介護等の普及等

通所介護・訪問介護 → 指定拒否・条件付加（現行）

※省令でショートステイを追加予定 地域密着型通所介護 指定拒否（新設②）・条件付加（現行）
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※ 障害者支援施設等に入所した場合には、施設所在地の負担が過度に重くならないよう、障害福祉サービス等の支給決定は、施設入所前の市町村が行う（居住地特例）。
また、生活保護で救護施設に入所する場合に同様の仕組みがあるが、生活保護においては、一部都道府県が保護費を支給する。

Ｂ市の適用除外施設から
介護保険施設等に移行

Ａ市に障害者支援施設がな
いため Ｂ市の施設に入所

Ｂ市
（適用除外施設）

Ａ市
（自宅）

Ｃ市
（介護保険施設）

現 行：住所地特例により、Ｂ市が保険者。介護給付費はＢ市が負担

改正後：住所地特例の見直しにより、Ａ市が保険者。介護給付費はＡ市が負担

障害者支援施設等の利用に係る

費用はＡ市が負担（住所地特例 ※）

被保険者（保険者はB市：現行）被保険者（保険者はB市：現行）被保険者（保険者はA市）被保険者（保険者はA市） 被保険者でない被保険者でない

介護保険適用除外施設の住所地特例の見直し

○ 介護保険適用除外施設（障害者支援施設等）を退所して介護保険施設等に入所した場合に、適用除外施設
の所在市町村の給付費が過度に重くならないよう、適用除外施設入所前の市町村を保険者とする。

有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化

【事業停止命令の創設】
再三の指導に従わずに悪質な事業を続ける有料老人ホームへの指導監督の仕組みを強化するため、未

届有料老人ホームも含め、悪質な有料老人ホームに対する事業停止命令措置を新設する。

【前払金保全措置の義務の対象拡大】
事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前払金を受領する場合の

保全措置の義務対象を拡大する。（現行では、平成18年3月31日以前に設置された有料老人ホームは、前払金の保全措置の義務対
象外となっているため、義務対象に追加する。なお経過措置として、法施行から３年後からの適用とする。）

その他 ・各有料老人ホームに利用料金やサービス内容等を都道府県等へ報告することを義務づけるとともに、当該情報を都道府県等が公表する。
・事業停止命令や倒産等の際には、都道府県等は、入居者が介護等のサービスを引続き受けるために必要な援助を行う。

６
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※１ 具体的な基準は政令事項。現時点では、「合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額） 220万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（単
身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」とすることを想定。⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当
※２ 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上）」⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当

※介護保険事業状況報告（平成２８年４月月報）
※特養入所者の一般的な費用額の２割相当分は、既に44,400円の上限に当たっているため、
３割負担となっても、負担増となる方はほとんどいない。

４．現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担者のうち特に所得の
高い層の負担割合を ３割とする。ただし、月額４４，４００円の負担の上限あり。【平成30年８月施行】

見直し内容

負担割合

年金収入等 340万円以上
（※１）

２割 ⇒ ３割

２割
年金収入等 280万円以上

（※2）

年金収入等 280万円未満 １割

特養

受給者数（実績） 360 136 56 496

３割負担（推計） 約13 約4 約1 約16

うち負担増
（対受給者数）

約11
（3％）

約1
（1％）

約0.0
（0.0％）

約12
（3％）

２割負担（実績） 35 10 2 45

１割負担（実績） 325 126 54 451

【対象者数】

（単位：万人）

【利用者負担割合】

受給者全体：４９６万人

３割負担となり、負担増となる者：約１２万人（全体の約３％）

現行制度の２割負担者：４５万人

合計施設・居住系在宅サービス
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５．介護納付金における総報酬割の導入

見直し内容

○ 第２号被保険者（40～64歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加
入者である第２号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。

○ 各医療保険者は、介護納付金を、２号被保険者である『加入者数に応じて負担』しているが、これを被用者保
険間では『報酬額に比例した負担』とする。（激変緩和の観点から段階的に導入）【平成29年8月分より実施】

第２号被保険者
の保険料 28%

第１号被保険者の
保険料 22%

地方自治体
負担 25%

国庫負担
25%

【介護給付費の財源】

「負担増」となる被保険者 約１，３００万人

「負担減」となる被保険者 約１，７００万人

国 保

医療保険者が介護納付金として負担

協会けんぽ健保組合 共済組合

各医療保険者は、被保険者数に
応じて納付金を負担（加入者割）

被用者保険間では報酬額
に比例して負担する仕組
み（総報酬割）を導入

２９年度
３０年度 ３１年度 ３２年度

～７月 ８月～

総報酬
割分

なし １／２ １／２ ３／４ 全面

【総報酬割導入のスケジュール】

【全面総報酬割導入の際に影響を受ける被保険者数】

※ 平成26年度実績ベース
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